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年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 


令和６年８月９日答申分 


 


  ○答申の概要 


    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの       ８件 


        国 民 年 金 関 係       ０件 


        厚生年金保険関係       ８件 


    （２）年金記録の訂正を不要としたもの            ３件 


        国 民 年 金 関 係       １件 


        厚生年金保険関係       ２件 


 


    （３）年金記録の訂正請求を却下としたもの  ０件 


        国 民 年 金 関 係       ０件 


        厚生年金保険関係       ０件 


 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300771 号 


厚生局事案番号 ：  近畿（厚）第 2400038 号 


 


第１ 結論 


請求期間①について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正


を認めることはできない。 


請求期間②について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日並びに


請求者のＢ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認め


ることはできない。 


 


第２ 請求の要旨等 


  １ 請求者の氏名等 


    氏    名 ： 女 


    基礎年金番号 ：  


    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 


    住    所 ：  


  ２ 請求内容の要旨 


    請 求 期 間 ： ① 平成元年９月１日から平成２年２月２日まで 


             ② 平成３年３月１日から同年９月１日まで  


平成元年９月頃にＡ社に入社したが、年金記録では、同社における厚生年金保険被保険者


資格の取得年月日は平成２年２月２日となっており、請求期間①に係る厚生年金保険被保険


者記録がないので、当該資格取得年月日を平成元年９月１日に訂正してほしい。 


また、平成３年８月末日までＡ社において勤務したが、請求期間②に係る厚生年金保険被


保険者記録がないので、当該期間が同社又は同社のグループ会社であるＢ社における厚生年


金保険被保険者期間となるよう年金記録を訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、被保険者記録の


訂正及び保険給付が行われるのは、請求者が請求期間において、厚生年金保険の被保険者とし


て勤務又は在籍していた事実が認められた上で、被保険者として負担すべき厚生年金保険料を


事業主により給与から控除されていたことを認められることが要件とされている。 


しかしながら、請求期間①について、Ａ社は、請求期間当時の資料が残っておらず、請求者


の在籍が確認できない旨及び請求期間①に係る厚生年金保険料を控除したか否か分からない


旨回答している。 


また、オンライン記録において、請求期間①にＡ社における厚生年金保険被保険者記録があ


る者に照会したが、これらの者から、同社における請求者の入社時期を明らかとする回答は得


られなかった。 


さらに、前述の厚生年金保険被保険者記録がある者のうちの一人は、入社後に試用期間があ


り、試用期間経過後に厚生年金保険に加入したので、当該期間に係る厚生年金保険料は給与か


ら控除されていなかった旨回答している。 


このほか、請求者の請求期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認


又は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 


請求期間②について、Ａ社は、請求期間②において請求者が同社に勤務していたか否かは不


明である旨回答し、Ｂ社は、請求者が同社に在籍していたか否かは不明である旨回答している


上、当該２社は、いずれも請求期間②に係る厚生年金保険料を控除したか否か分からない旨回


答している。 







また、オンライン記録において、請求期間②にＡ社又はＢ社における厚生年金保険被保険者


記録のある者に照会したが、これらの者から、請求者の勤務又は在籍をうかがわせる回答は得


られなかった。 


さらに、Ｃ労働局の回答によると、請求者は請求期間②の途中である平成３年３月 18 日に


求職の申込みを行い、給付制限期間後の同年６月 25 日から同年９月 22日までの期間を支給期


間とする 90 日分の基本手当を受給している。 


このほか、請求者の請求期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認


又は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 


これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金


保険被保険者として、請求期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ


れていたと認めることはできない。 







 
 
 


厚生局受付番号  ：  近畿（受）第 2300795 号 


厚生局事案番号  ：  近畿（厚）第 2400039 号 


 


第１  結論 


請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を 


認めることはできない。 


 


第２ 請求の要旨等 


  １ 請求者の氏名等 


    氏    名 ： 女 


    基礎年金番号 ：  


    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 


    住    所 ：  


  ２ 請求内容の要旨 


    請 求 期 間 ： 昭和 62年８月１日から平成元年３月 21 日まで 


    昭和 61 年 10 月にＡ社に入社し、昭和 62 年８月から厚生年金保険に加入したが、年金記


録では、同社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日は平成元年３月 21 日となっ


ているので、当該資格取得年月日を昭和 62 年８月１日に訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、被保険者記録の


訂正及び保険給付が行われるのは、請求者が請求期間において、厚生年金保険の被保険者とし


て勤務又は在籍していた事実が認められた上で、被保険者として負担すべき厚生年金保険料を


事業主により給与から控除されていたことを認められることが要件とされている。 


しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、平成 14年 10 月に厚生年金保険の適用事


業所ではなくなっている上、同社の元事業主に照会したものの、回答が得られないため、請求


者の請求期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、当該事業所及び元事業主


に確認することができない。 


また、オンライン記録及びＡ社に係る事業所別被保険者名簿において、請求期間に同社にお


ける厚生年金保険被保険者記録がある者に照会したが、これらの者から、同社における請求者


の入社時期を明らかとする回答は得られなかった。 


さらに、請求者がＡ社の後に勤務した事業所から提出された請求者に係る履歴書の職歴欄に


は、昭和 63 年３月にＡ社に入社した旨記されている上、昭和 62年度はＡ社とは別の事業所に


おいて勤務し昭和 63 年３月に至る旨記されていることから、請求期間のうち同年３月１日以


前の期間について、請求者がＡ社以外の事業所に在籍していたことがうかがえる。 


このほか、請求者の請求期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認又


は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 


これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金


保険被保険者として、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた


と認めることはできない。 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2400067 号 


厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 2400040 号 


  


第１ 結論 


請求者のＡ法人における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和63年４月30日から


同年５月１日に訂正し、同年４月の標準報酬月額を 15 万円とすることが必要である。 


昭和 63 年４月 30 日から同年５月１日までの期間については、厚生年金保険の保険給付及び


保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる


被保険者期間として記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る昭和 63 年４月 30 日から同年５月１日までの期間の厚生年金保険料


を納付する義務を履行していないと認められる。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名等 


    氏 名 ： 女 


    基礎年金番号 ：  


    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 


    住 所 ：  


２ 請求内容の要旨 


  請 求 期 間 ： 昭和 63 年４月 30 日から同年５月１日まで 


  昭和 63 年５月１日にＡ法人からＢ法人に転籍した際のＡ法人に係る厚生年金保険被保険


者資格の喪失年月日が同年４月 30 日となっているため、Ａ法人における当該喪失年月日を


同日から同年５月１日に訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


雇用保険の記録、Ａ法人の元事業主及び同僚の回答から判断すると、請求者は請求期間にお


いて、同法人に継続して勤務し、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除


されていたことが認められる。 


   また、請求期間の標準報酬月額については、請求者のＡ法人における昭和 63 年３月の厚生


年金保険の記録から、15 万円とすることが妥当である。 


なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、


元事業主は不明と回答しているが、事業主が資格喪失年月日を昭和 63 年５月１日として届け


出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年４月 30 日と誤って記録したとは


考え難いことから、事業主から資格喪失年月日を同年４月 30 日とする厚生年金保険被保険者


資格喪失届が提出され、その結果、社会保険事務所は請求者の請求期間に係る厚生年金保険料


について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に


納付されるべき厚生年金保険料に充当した場合又は厚生年金保険料を還付した場合を含む。）、


事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300857 号 


厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 2400018 号 


 


第１ 結論 


昭和 60 年＊月から昭和 63 年３月までの請求期間及び昭和 63 年４月から平成３年３月まで


の請求期間については、国民年金保険料を納付した期間に訂正することを認めることはできな


い。 


平成３年４月から平成４年３月までの請求期間については、国民年金保険料を追納した期間


に訂正することを認めることはできない。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名等 


   氏    名 ： 男 


   基礎年金番号 ：  


   生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 


   住    所 ：  


 ２ 請求内容の要旨 


   請 求 期 間 ： ① 昭和 60 年＊月から昭和 63 年３月まで 


            ② 昭和 63 年４月から平成３年３月まで 


            ③ 平成３年４月から平成４年３月まで 


請求期間①について、Ａ県Ｂ市の自宅に私の国民年金の加入手続の案内が届いたので、母


が国民年金の加入手続を行い、請求期間①の国民年金保険料を定期的に納付してくれていた


にもかかわらず、国民年金保険料未納期間と記録されている。 


請求期間②及び③について、当該各期間を通じて大学生としてＣ市Ｄ区に住んでいたとこ


ろ、請求期間②は国民年金に加入した記録がなく、請求期間③は国民年金保険料の全額免除


期間と記録されているが、学生であった４年間に係る国民年金保険料については、Ｄ区かＥ


区に住んでいた時に、複数回に分けて納付した。 


請求期間①の国民年金保険料は母が、請求期間②及び③の国民年金保険料は自身が納付し


たので、年金記録を訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


請求期間①について、請求者は、母が昭和 60 年頃にＡ県Ｂ市において請求者の国民年金の


加入手続を行い、請求期間①に係る国民年金保険料を定期的に納付した旨主張している。 


しかしながら、オンライン記録によると、請求者の請求期間①に係る国民年金第１号被保険


者資格の取得及び喪失年月日は、平成４年６月 17 日に遡及して処理されており、請求期間①


に係る国民年金の被保険者記録は、当該処理日において、遡って追加されていることから、当


該処理時点より前において、請求期間①は未加入期間として取り扱われており、制度上、請求


者又は請求者の母が、請求期間①当時に請求期間①に係る国民年金保険料を納付することはで


きない。 


また、国民年金保険料を納付するためには、国民年金の加入手続を行い、年金記録を管理す


るための国民年金手帳記号番号（以下「記号番号」という。）の払出しを受ける必要があると


ころ、請求者の記号番号は、オンライン記録により確認できる請求者の免除申請受付日、請求


者の記号番号の前後の被保険者の記録等から判断すると、平成３年５月頃に行われた国民年金


の加入手続により払い出されたものと推認でき、請求者の主張と符合しない。 


さらに、請求者又は請求者の母が、請求期間①当時に請求者の国民年金保険料を納付するた


めには、前述の記号番号とは別の記号番号の払出しを受ける必要があるところ、請求者に係る







別の記号番号の払出しの有無について、社会保険オンラインシステム等により氏名検索を行っ


たが、請求者に対する別の記号番号の払出しは確認できない。 


加えて、請求者の請求期間①に係る国民年金保険料を納付したとする請求者の母は、行うべ


きことは全てきちんと行ったという思いである旨陳述しているものの、請求者の国民年金の加


入手続についてはあまり記憶がなく、請求期間①の国民年金保険料納付についても、今となっ


てはよく覚えていない旨陳述しており、Ｂ市は、日本年金機構に移管済みの国民年金被保険者


名簿以外に、独自に管理している国民年金の加入・喪失及び保険料の納付記録に係る資料等は


ない旨回答している。 


請求期間②について、請求者は大学生であった旨陳述しているところ、請求期間②当時、20


歳以上の学生は、国民年金の強制加入の適用除外として、任意加入することができる者であっ


たが、任意加入被保険者は、制度上、国民年金の加入手続を行った日に国民年金被保険者資格


を取得することとなるため、請求者に係る国民年金の加入手続が行われたと推認できる平成３


年５月時点において、請求者が昭和63年４月に遡って国民年金に任意加入することはできず、


請求期間②は未加入期間となることから、請求者は、請求期間②に係る国民年金保険料を納付


することができない。 


また、請求者は昭和 63 年４月にＤ区へ転居した際、住所変更の手続は行ったが、国民年金


の手続を行った記憶はない旨陳述しており、Ｄ区は、請求者に係る国民年金の加入・喪失、保


険料納付記録について確認できる資料等はない旨回答している。 


請求期間③について、オンライン記録によると、請求期間③は申請免除承認期間となってい


るが、申請免除承認期間に係る国民年金保険料を追納するためには、請求期間③に係る追納の


申込みが必要であるところ、オンライン記録において、請求者が追納の申込みを行った記録は


確認できない。 


また、請求者は、請求期間②及び③の４年分の国民年金保険料を複数回に分けて納付したと


主張しているが、それぞれの納付時期、納付場所及び納付方法に関する具体的な記憶はない旨


陳述しており、Ｄ区及びＥ区は、請求者に係る国民年金の加入・喪失、保険料納付記録につい


て確認できる資料等はない旨回答している。 


このほか、請求者又は請求者の母が、請求期間①、②及び③について国民年金保険料を納付


又は追納していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）はなく、請求期間①、②及


び③について、請求者の国民年金保険料が納付又は追納されていたことをうかがわせる周辺事


情も見当たらない。 


これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が


請求期間①、②及び③の国民年金保険料を納付又は追納していたものと認めることはできない。 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2300769 号 


厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 2400041 号 


 


第１ 結論 


請求者のＡ社における請求期間の賞与支払年月日を平成 21年７月 31 日とし、標準賞与額を


4,000 円に訂正することが必要である。 


平成 21 年７月 31 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の


特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし


て記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る平成 21 年７月 31 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す


る義務を履行していないと認められる。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名等 


  氏    名 ： 男 


  基礎年金番号 ：  


  生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 


  住    所 ：  


２ 請求内容の要旨 


    請 求 期 間 ： 平成 21年７月 


    厚生年金保険の記録では、Ａ社における請求期間の標準賞与額の記録はないが、同社から


賞与の支払を受け、当該賞与から厚生年金保険料を控除されていたので、調査の上、記録を


訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


商業登記の記録により、請求期間後のＡ社の代表取締役で、代表清算人であったことが確認


できる者（以下「元代表清算人」という。）及び請求期間当時の事務担当者は、当時、同社の


経営悪化により資金不足であったため、平成 21 年７月分の賞与について、各従業員の賞与額


から社会保険料及び源泉所得税を控除した差引支給額を最大６回に分割して、平成 21 年７月


分から同年 12 月分までの給与に上乗せして支払った旨、及び当該賞与に係る厚生年金保険被


保険者賞与支払届（以下「賞与支払届」という。）の支払年月日を平成 21 年 12 月 30 日として


届け出た旨回答している。 


また、元同僚から提出された「給与、賞与改定通知書（通知）」（平成 21 年４月４日付けＡ


社作成）には、Ａ社の経営が厳しい状況であることから、賞与については分割して毎月支給す


る旨の記載が確認でき、前述の元代表清算人及び請求期間当時の事務担当者の回答と符合して


いる。 


さらに、請求者及び複数の元同僚から提出された給与に係る支給明細書、賞与に係る支給明


細書及び預金通帳等の出入金記録から、請求期間の賞与については、各従業員の賞与額から社


会保険料及び源泉所得税を控除した差引支給額が、その額に応じて１回から最大６回に分割さ


れ、平成 21年７月分から同年 12月分までの給与に上乗せして支払われたことが確認できる一


方、日本年金機構が保管する賞与支払届に記載された支払年月日を平成 21 年 12 月 30 日とす


る賞与が支払われたことを確認することはできない。 


加えて、前述の日本年金機構が保管する賞与支払届には、請求者及び複数の元同僚の平成 21


年７月分賞与に係る支給明細書の総支給額と一致する賞与支払額が記載されている上、事業主


の金銭的な都合により賞与が分割支給された場合の日本年金機構における取扱いを踏まえる


と、事業主は支払年月日を平成 21 年７月 31 日とする賞与支払届を社会保険事務所（平成 22







年１月以降は年金事務所）に提出する必要があったものと判断できる。 


これらの事情のほか、請求者から提出された給与に係る支給明細書、賞与に係る支給明細書


及び預金通帳により、請求者は、Ａ社から請求期間に賞与の支払を受け、4,000 円の標準賞与


額に基づく厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 


また、請求期間の賞与支払年月日については、前述の預金通帳の振込年月日から平成 21 年


７月 31 日とすることが妥当である。 


なお、事業主が請求者の請求期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かに


ついては、元代表清算人及び請求期間当時の事務担当者は、平成 21年７月分の賞与について、


支払年月日を平成 21 年 12 月 30 日とする賞与支払届を年金事務所に対して提出した旨回答し


ている上、日本年金機構は、当該賞与支払届に基づき、請求者の標準賞与額を記録しているこ


とから、年金事務所は、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行って


おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 







  


厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2400065 号 


厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 2400042 号 


 


第１ 結論 


  １ 請求者のＡ社における平成18年 12月 22日の標準賞与額を13万 8,000 円に訂正すること


が必要である。 


    平成 18 年 12 月 22 日の標準賞与額については、厚生年金保険法第 19 条第１項及び同法第 


81 条第２項の規定により、保険給付の計算の基礎とならない標準賞与額として記録するこ


とが必要である。 


  ２ 請求者のＢ社における平成 19 年７月２日の標準賞与額を６万 4,000 円に訂正することが


必要である。 


    平成 19 年７月２日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付


の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額


として記録することが必要である。 


事業主が請求者に係る平成 19 年７月２日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す


る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名 


   氏    名 ： 女 


   基礎年金番号 ：  


   生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 


   住    所 ：  


 ２ 請求内容の要旨 


   請 求 期 間 ： ① 平成 18 年 12 月 22 日 


            ② 平成 19 年７月２日 


請求期間①について、Ａ社（現在は、Ｃ社が事業継承。以下同じ。）において、賞与の支払


を受け、当該賞与から厚生年金保険料を控除されていた。 


しかし、厚生年金保険の記録において、請求期間①の標準賞与額に係る記録はない。Ａ社


における平成 18年 12 月分の賞与に係る給与支給明細書を提出するので、調査の上、請求期


間①の標準賞与額に係る記録の訂正を願いたい。 


請求期間②について、Ｂ社（Ａ社から名称変更。）において、賞与の支払を受け、当該賞与


から厚生年金保険料を控除されていた。 


しかし、厚生年金保険の記録において、請求期間②の標準賞与額に係る記録はない。請求


期間②に賞与が振り込まれたことを確認できる預金通帳を提出するので、調査の上、当該期


間の標準賞与額に係る記録の訂正を願いたい。 


 


第３ 判断の理由 


  １ 請求期間①について、請求者から提出された平成 18 年 12 月分の賞与に係る給与支給明細


書により、請求者がＡ社から 13万 8,746 円の賞与の支払を受けていたことが認められる。 


したがって、請求期間①に係る標準賞与額については、13 万 8,000 円とすることが必要で


ある。  


なお、厚生年金保険法第 19 条第１項及び同法第 81 条第２項の規定により、被保険者期間


を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失


した月の前月までをこれに算入し、保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、


徴収するものとされているところ、オンライン記録によると、請求者は、平成 18年 12 月 31







  


日にＡ社において被保険者の資格を喪失していることが確認できる。 


よって、請求者がＡ社から平成 18 年 12 月 22 日に支払われた賞与については、厚生年金


保険被保険者の資格を喪失した月に支給された賞与であると認められ、上記規定に基づき保


険料徴収の対象とならないことから、保険給付の計算の基礎とならない標準賞与額として記


録することが必要である。  


  ２ 請求期間②について、請求者から提出された預金通帳及び平成 19 年分給与所得の源泉徴


収票並びに元従業員の当該期間に係る賞与の明細書から判断すると、請求者は、Ｂ社から当


該期間に賞与の支払を受け、当該賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたこ


とが認められる。 


    したがって、請求期間②に係る標準賞与額については、前述の預金通帳及び平成 19 年分


給与所得の源泉徴収票並びに元従業員の当該期間に係る賞与の明細書により推認できる賞


与額及び厚生年金保険料控除額から、６万 4,000 円とすることが妥当である。 


なお、事業主が請求者の請求期間②に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否


かについては、Ｃ社は不明と回答しており、このほかに、これを確認できる関連資料及び周


辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 


また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおり


の厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否


かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったと


は認められない。 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第2300845号 


厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第2400043号 


  


第１ 結論 


  １ 請求者のＡ社における平成 25 年８月１日から平成 28 年９月１日までの期間及び平成 30 年


６月１日から同年９月１日までの期間の標準報酬月額を訂正することが必要である。平成25年


８月から平成 28年８月までの各月及び平成 30年６月から同年８月までの各月の標準報酬月額


については、別表１のとおりとする。 


平成 25 年８月から平成 28 年８月までの各月及び平成 30 年６月から同年８月までの各月の


訂正後の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す


る法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎


となる標準報酬月額として記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る平成 25 年８月から平成 28 年８月までの各月及び平成 30 年６月か


ら同年８月までの各月の訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月


額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 


２ 請求者のＡ社における平成29年 12月、平成30年８月及び同年12月の賞与支払年月日及び


標準賞与額については、別表２のとおり訂正することが必要である。 


平成 29 年 12 月 25 日、平成 30 年８月 10 日及び同年 12 月 25 日の訂正後の標準賞与額につ


いては、厚生年金特例法第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額


として記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る平成 29 年 12 月 25 日、平成 30 年８月 10 日及び同年 12 月 25 日の


訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名等 


    氏 名 ： 女 


    基礎年金番号 ：  


    生 年 月 日 ： 昭和57年生 


    住 所 ：  


２ 請求内容の要旨 


  請 求 期 間 ： ① 平成25年８月１日から平成28年９月１日まで 


           ② 平成 30年６月１日から同年９月１日まで 


           ③ 平成 29年 12月 


           ④ 平成 30年８月 


           ⑤ 平成 30年 12月 


  請求者から委任を受けたＡ社の事業主は、従業員から厚生年金保険の記録が相違していると


指摘を受け、同社が保管する賃金台帳を確認し、請求者の請求期間①及び②における標準報酬


月額並びに請求期間③から⑤までの各期間における標準賞与額に係る届書を日本年金機構に提


出したところ、当該各届出に基づく記録が年金給付に反映されない記録となっているので、調


査の上、年金給付に反映される記録に訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


１ 請求期間①及び②について、Ａ社から提出された賃金台帳によると、請求者は同社からオン


ライン記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年


金保険料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 


厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険







給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の


報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間に係る標準報酬


月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


したがって、請求者の請求期間①及び②に係る各月の標準報酬月額については、前述の賃金


台帳により確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、別表１のとおりとすることが


妥当である。 


なお、事業主が請求者の請求期間①及び②に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保


険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否


かについては、事業主は、当該各期間について、請求者の厚生年金保険被保険者資格取得届（訂


正届）、報酬月額算定基礎届及び報酬月額変更届を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収す


る権利が時効により消滅した後に提出しており、厚生年金保険料についても納付していないこ


とを認めていることから、年金事務所は、請求者の当該各期間に係る厚生年金保険料（訂正前


の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主


は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


２ 請求期間③から⑤までの各期間について、Ａ社から提出された賃金台帳及び賞与明細書によ


ると、請求者は同社から当該各期間に賞与の支払を受け、当該各賞与から厚生年金保険料を事


業主により控除されていたことが認められる。 


  厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ


れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の賞与額のそ


れぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、請求期間に係る標準賞与額については、


これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


  したがって、請求期間③から⑤までの各期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳


及び賞与明細書により確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、別表２のとおりとす


ることが妥当である。 


  また、請求期間③から⑤までの各期間に係る賞与支払年月日については、Ａ社から提出され


た同社の預金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  なお、事業主が請求者の請求期間③から⑤までの各期間に係る標準賞与額に基づく厚生年金


保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、当該各期間について、請求者


の厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収する権利が時効


により消滅した後に提出しており、厚生年金保険料についても納付していないことを認めてい


ることから、年金事務所は、請求者の当該各期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を


行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







別表１【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 


標準報酬月額 


訂正前 訂正後 


平成25年８月から平成26年８月まで 


20万円 


22万円 


平成26年９月及び同年10月 24万円 


平成26年 11月から平成27年８月まで 


28万円 平成27年９月から平成28年８月まで 
26万円 


平成30年６月から同年８月まで 


 


 


別表２【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 訂正後の標準賞与額 


平成29年 12月 25日 10万円 


平成30年８月10日 ９万円  


平成30年 12月 25日 ８万円  


 


 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第2300847号 


厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第2400044号 


  


第１ 結論 


  １ 請求者のＡ社における平成 29 年２月１日から同年３月１日までの期間、同年５月１日から


同年６月１日までの期間、同年８月１日から平成 30 年５月１日までの期間及び令和２年９月


１日から令和３年２月１日までの期間の標準報酬月額を訂正することが必要である。平成29年


２月、同年５月、同年８月から平成30年４月までの各月及び令和２年９月から令和３年１月ま


での各月の標準報酬月額については、別表１のとおりとする。 


平成29年２月、同年５月、同年８月から平成30年４月までの各月及び令和２年９月から令


和３年１月までの各月の訂正後の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険


料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規定により、


保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る平成29年２月、同年５月、同年８月から平成30年４月までの各月


及び令和２年９月から令和３年１月までの各月の訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保


険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していな


いと認められる。 


  ２ 請求者のＡ社における平成 29 年 12 月、令和元年８月、同年 12 月、令和２年８月及び同年


12月の賞与支払年月日及び標準賞与額については、別表２のとおり訂正することが必要である。 


なお、令和２年８月の賞与支払年月日については、厚生年金保険被保険者記録によると、同


月３日と記録されているが、別表２のとおり同月２日とすることが妥当である。 


平成 29 年 12 月 25 日、令和元年８月９日、同年 12 月 25 日、令和２年８月２日及び同年 12


月 25日の訂正後の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５項の規定により、保険給


付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る平成29年 12月 25日、令和元年８月９日、同年12月 25日、令和２


年８月２日及び同年12月 25日の訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務


を履行していないと認められる。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名等 


    氏 名 ： 女 


    基礎年金番号 ：  


    生 年 月 日 ： 平成元年生 


    住 所 ：  


２ 請求内容の要旨 


  請 求 期 間 ： ① 平成29年２月１日から同年３月１日まで 


           ② 平成 29年５月１日から同年６月１日まで 


           ③ 平成 29年８月１日から平成30年５月１日まで 


           ④ 令和２年９月１日から令和３年２月１日まで 


           ⑤ 平成 29年 12月 


           ⑥ 令和元年８月 


           ⑦ 令和元年12月 


           ⑧ 令和２年８月 


           ⑨ 令和２年12月 


  請求者から委任を受けたＡ社の事業主は、従業員から厚生年金保険の記録が相違していると


指摘を受け、同社が保管する賃金台帳を確認し、請求者の請求期間①から④までの各期間にお







ける標準報酬月額及び請求期間⑤から⑨までの各期間における標準賞与額に係る届書を日本年


金機構に提出したところ、当該各届出に基づく記録が年金給付に反映されない記録となってい


るので、調査の上、年金給付に反映される記録に訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


１ 請求期間①から④までの各期間について、Ａ社から提出された賃金台帳によると、請求者は


同社からオンライン記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に


基づく厚生年金保険料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと


が認められる。 


厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険


給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の


報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間に係る標準報酬


月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


したがって、請求者の請求期間①から④までの各期間に係る各月の標準報酬月額については、


前述の賃金台帳により確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、別表１のとおりと


することが妥当である。 


なお、事業主が請求者の請求期間①から④までの各期間に係る訂正後の標準報酬月額に基づ


く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を


履行したか否かについては、事業主は、当該各期間について、請求者の厚生年金保険被保険者


資格取得届（訂正届）、報酬月額変更届（訂正届）及び報酬月額変更届を年金事務所に対し厚生


年金保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に提出しており、厚生年金保険料について


も納付していないことを認めていることから、年金事務所は、請求者の当該各期間に係る厚生


年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行


っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


２ 請求期間⑤から⑨までの各期間について、Ａ社から提出された賃金台帳及び賞与明細書によ


ると、請求者は同社から当該各期間に賞与の支払を受け、当該各賞与から厚生年金保険料を事


業主により控除されていたことが認められる。 


  したがって、請求期間⑤から⑨までの各期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳


及び賞与明細書により確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、別表２のとおりとす


ることが妥当である。 


  また、請求期間⑤から⑦までの各期間及び請求期間⑨に係る賞与支払年月日については、Ａ


社から提出された同社の預金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  さらに、請求期間⑧に係る賞与支払年月日については、日本年金機構が保管するＡ社が提出


した賞与支払届により、オンライン記録では令和２年８月３日と記録されているが、同社の預


金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  なお、事業主が請求者の請求期間⑤から⑨までの各期間に係る標準賞与額に基づく厚生年金


保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、当該各期間について、請求者


の厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収する権利が時効


により消滅した後に提出しており、厚生年金保険料についても納付していないことを認めてい


ることから、年金事務所は、請求者の当該各期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を


行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 


 


 


 


 







別表１【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 


標準報酬月額 


訂正前 訂正後 


平成29年２月 
９万8,000円 20万円 


平成29年５月 


平成29年８月 20万円 22万円 


平成29年９月から平成30年４月まで ９万8,000円 22万円 


令和２年９月から令和３年１月まで 18万円 24万円 


 


 


別表２【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 訂正後の標準賞与額 


平成29年 12月 25日 
５万円  


令和元年８月９日 


令和元年12月 25日 ４万5,000円 


令和２年８月２日 20万円  


令和２年12月 25日 10万円  


 


 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第2300849号 


厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第2400045号 


  


第１ 結論 


  １ 請求者のＡ社における平成29年 10月１日から平成30年９月１日までの期間、平成31年４


月１日から令和元年９月１日までの期間及び令和２年１月１日から令和３年２月１日までの期


間の標準報酬月額を訂正することが必要である。平成 29 年 10 月から平成 30 年８月までの各


月、平成 31 年４月から令和元年８月までの各月及び令和２年１月から令和３年１月までの各


月の標準報酬月額については、別表１のとおりとする。 


平成29年 10月から平成30年８月までの各月、平成31年４月から令和元年８月までの各月


及び令和２年１月から令和３年１月までの各月の訂正後の標準報酬月額については、厚生年金


保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第


１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録することが必


要である。 


事業主は、請求者に係る平成29年 10月から平成30年８月までの各月、平成31年４月から


令和元年８月までの各月及び令和２年１月から令和３年１月までの各月の訂正後の標準報酬月


額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す


る義務を履行していないと認められる。 


２ 請求者のＡ社における平成29年 12月、平成30年 12月、令和元年８月、同年12月、令和２


年８月及び同年 12 月の賞与支払年月日及び標準賞与額については、別表２のとおり訂正する


ことが必要である。 


  なお、令和２年８月の賞与支払年月日については、厚生年金保険被保険者記録によると、同


月３日と記録されているが、別表２のとおり同月２日とすることが妥当である。 


平成29年 12月 25日、平成30年 12月 25日、令和元年８月９日、同年12月 25日、令和２


年８月２日及び同年12月 25日の訂正後の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５


項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る平成29年 12月 25日、平成30年 12月 25日、令和元年８月９日、


同年12月 25日、令和２年８月２日及び同年12月 25日の訂正後の標準賞与額に基づく厚生年


金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名等 


    氏 名 ： 女 


    基礎年金番号 ：  


    生 年 月 日 ： 昭和62年生 


    住 所 ：  


２ 請求内容の要旨 


  請 求 期 間 ： ① 平成29年 10月１日から平成30年９月１日まで 


           ② 平成 31年４月１日から令和元年９月１日まで 


           ③ 令和２年１月１日から令和３年２月１日まで 


           ④ 平成 29年 12月 


           ⑤ 平成 30年 12月 


           ⑥ 令和元年８月 


           ⑦ 令和元年12月 


           ⑧ 令和２年８月 


           ⑨ 令和２年12月 


  請求者から委任を受けたＡ社の事業主は、従業員から厚生年金保険の記録が相違していると


指摘を受け、同社が保管する賃金台帳を確認し、請求者の請求期間①から③までの各期間にお


ける標準報酬月額及び請求期間④から⑨までの各期間における標準賞与額に係る届書を日本年







金機構に提出したところ、当該各届出に基づく記録が年金給付に反映されない記録となってい


るので、調査の上、年金給付に反映される記録に訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


１ 請求期間①から③までの各期間について、Ａ社から提出された賃金台帳によると、請求者は


同社からオンライン記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に


基づく厚生年金保険料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと


が認められる。 


厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険


給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の


報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間に係る標準報酬


月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


したがって、請求者の請求期間①から③までの各期間に係る各月の標準報酬月額については、


前述の賃金台帳により確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、別表１のとおりと


することが妥当である。 


なお、事業主が請求者の請求期間①から③までの各期間に係る訂正後の標準報酬月額に基づ


く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を


履行したか否かについては、事業主は、当該各期間について、請求者の厚生年金保険被保険者


資格取得届（訂正届）、報酬月額変更届、報酬月額算定基礎届及び報酬月額算定基礎届（訂正届）


を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に提出しており、


厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、年金事務所は、請求者


の当該各期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）


について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない


と認められる。 


２ 請求期間④から⑨までの各期間について、Ａ社から提出された賃金台帳及び賞与明細書によ


ると、請求者は同社から当該各期間に賞与の支払を受け、当該各賞与から厚生年金保険料を事


業主により控除されていたことが認められる。 


  厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ


れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の賞与額のそ


れぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、請求期間に係る標準賞与額については、


これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


  したがって、請求期間④から⑨までの各期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳


及び賞与明細書により確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、別表２のとおりとす


ることが妥当である。 


  また、請求期間④から⑦までの各期間及び請求期間⑨に係る賞与支払年月日については、Ａ


社から提出された同社の預金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  さらに、請求期間⑧に係る賞与支払年月日については、日本年金機構が保管するＡ社が提出


した賞与支払届により、オンライン記録では令和２年８月３日と記録されているが、同社の預


金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  なお、事業主が請求者の請求期間④から⑨までの各期間に係る標準賞与額に基づく厚生年金


保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、当該各期間について、請求者


の厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収する権利が時効


により消滅した後に提出しており、厚生年金保険料についても納付していないことを認めてい


ることから、年金事務所は、請求者の当該各期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を


行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 


 


 


 







別表１【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 


標準報酬月額 


訂正前 訂正後 


平成29年 10月から平成30年８月まで 20万円 22万円 


平成31年４月から令和元年８月まで 24万円 26万円 


令和２年１月から同年３月まで 
26万円 


28万円 


令和２年４月から令和３年１月まで 32万円 


 


 


別表２【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 訂正後の標準賞与額 


平成29年 12月 25日 
５万円  


平成30年 12月 25日 


令和元年８月９日 ７万5,000円  


令和元年12月 25日 ７万円 


令和２年８月２日 25万円  


令和２年12月 25日 12万円  


 


 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第2300852号 


厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第2400046号 


  


第１ 結論 


  １ 請求者のＡ社における平成 30 年７月１日から令和元年９月１日までの期間の標準報酬月額


を訂正することが必要である。平成 30 年７月から令和元年８月までの各月の標準報酬月額に


ついては、別表１のとおりとする。 


平成 30 年７月から令和元年８月までの各月の訂正後の標準報酬月額については、厚生年金


保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第


１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録することが必


要である。 


事業主は、請求者に係る平成 30 年７月から令和元年８月までの各月の訂正後の標準報酬月


額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す


る義務を履行していないと認められる。 


  ２ 請求者のＡ社における平成 30 年 12 月、令和元年８月、同年 12 月、令和２年８月及び同年


12月の賞与支払年月日及び標準賞与額については、別表２のとおり訂正することが必要である。 


    なお、令和２年８月の賞与支払年月日については、厚生年金保険被保険者記録によると、同


月３日と記録されているが、別表２のとおり同月２日とすることが妥当である。 


平成 30 年 12 月 25 日、令和元年８月９日、同年 12 月 25 日、令和２年８月２日及び同年 12


月 25日の訂正後の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５項の規定により、保険給


付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る平成30年 12月 25日、令和元年８月９日、同年12月 25日、令和２


年８月２日及び同年12月 25日の訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務


を履行していないと認められる。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名等 


    氏 名 ： 女 


    基礎年金番号 ：  


    生 年 月 日 ： 平成６年生 


    住 所 ：  


２ 請求内容の要旨 


  請 求 期 間 ： ① 平成30年７月１日から令和元年９月１日まで 


           ② 平成 30年 12月 


           ③ 令和元年８月 


           ④ 令和元年12月 


           ⑤ 令和２年８月 


           ⑥ 令和２年12月 


  請求者から委任を受けたＡ社の事業主は、従業員から厚生年金保険の記録が相違していると


指摘を受け、同社が保管する賃金台帳を確認し、請求者の請求期間①における標準報酬月額及


び請求期間②から⑥までの各期間における標準賞与額に係る届書を日本年金機構に提出したと


ころ、当該各届出に基づく記録が年金給付に反映されない記録となっているので、調査の上、


年金給付に反映される記録に訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


１ 請求期間①について、Ａ社から提出された賃金台帳によると、請求者は同社からオンライン







記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険


料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 


厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険


給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の


報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間に係る標準報酬


月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


したがって、請求者の請求期間①に係る各月の標準報酬月額については、前述の賃金台帳に


より確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、別表１のとおりとすることが妥当で


ある。 


なお、事業主が請求者の請求期間①に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂


正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かにつ


いては、事業主は、当該期間について、請求者の厚生年金保険被保険者資格取得届（訂正届）


を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に提出しており、


厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、年金事務所は、請求者


の当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）に


ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと


認められる。 


２ 請求期間②から⑥までの各期間について、Ａ社から提出された賃金台帳及び賞与明細書によ


ると、請求者は同社から当該各期間に賞与の支払を受け、当該各賞与から厚生年金保険料を事


業主により控除されていたことが認められる。 


  厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ


れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の賞与額のそ


れぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、請求期間に係る標準賞与額については、


これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


  したがって、請求期間②から⑥までの各期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳


及び賞与明細書により確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、別表２のとおりとす


ることが妥当である。 


  また、請求期間②から④までの各期間及び請求期間⑥に係る賞与支払年月日については、Ａ


社から提出された同社の預金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  さらに、請求期間⑤に係る賞与支払年月日については、日本年金機構が保管するＡ社が提出


した賞与支払届により、オンライン記録では令和２年８月３日と記録されているが、同社の預


金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  なお、事業主が請求者の請求期間②から⑥までの各期間に係る標準賞与額に基づく厚生年金


保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、当該各期間について、請求者


の厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収する権利が時効


により消滅した後に提出しており、厚生年金保険料についても納付していないことを認めてい


ることから、年金事務所は、請求者の当該各期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を


行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 


 


 


 


 


 


 


 







別表１【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 


標準報酬月額 


訂正前 訂正後 


平成30年７月から令和元年８月まで 22万円 24万円 


 


 


別表２【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 訂正後の標準賞与額 


平成30年 12月 25日 ４万5,000円 


令和元年８月９日 ５万5,000円 


令和元年12月 25日 ５万円 


令和２年８月２日 20万円  


令和２年12月 25日 10万円  


 


 







厚生局受付番号 ： 近畿（受）第2400113号 


厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第2400047号 


  


第１ 結論 


  １ 請求者のＡ社における平成 30 年６月１日から令和元年９月１日までの期間の標準報酬月額


を訂正することが必要である。平成 30 年６月から令和元年８月までの各月の標準報酬月額に


ついては、別表１のとおりとする。 


平成 30 年６月から令和元年８月までの各月の訂正後の標準報酬月額については、厚生年金


保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第


１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録することが必


要である。 


事業主は、請求者に係る平成 30 年６月から令和元年８月までの各月の訂正後の標準報酬月


額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す


る義務を履行していないと認められる。 


２ 請求者のＡ社における平成 30 年 12 月、令和元年８月、同年 12 月、令和２年８月及び同年


12月の賞与支払年月日及び標準賞与額については、別表２のとおり訂正することが必要である。 


  なお、令和２年８月の賞与支払年月日については、厚生年金保険被保険者記録によると、同


月３日と記録されているが、別表２のとおり同月２日とすることが妥当である。 


平成 30 年 12 月 25 日、令和元年８月９日、同年 12 月 25 日、令和２年８月２日及び同年 12


月 25日の訂正後の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５項の規定により、保険給


付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 


事業主は、請求者に係る平成30年 12月 25日、令和元年８月９日、同年12月 25日、令和２


年８月２日及び同年12月 25日の訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務


を履行していないと認められる。 


 


第２ 請求の要旨等 


１ 請求者の氏名等 


    氏 名 ： 女 


    基礎年金番号 ：  


    生 年 月 日 ： 平成５年生 


    住 所 ：  


２ 請求内容の要旨 


  請 求 期 間 ： ① 平成30年６月１日から令和元年９月１日まで 


           ② 平成 30年 12月 


           ③ 令和元年８月 


           ④ 令和元年12月 


           ⑤ 令和２年８月 


           ⑥ 令和２年12月 


  請求者から委任を受けたＡ社の事業主は、従業員から厚生年金保険の記録が相違していると


指摘を受け、同社が保管する賃金台帳を確認し、請求者の請求期間①における標準報酬月額及


び請求期間②から⑥までの各期間における標準賞与額に係る届書を日本年金機構に提出したと


ころ、当該各届出に基づく記録が年金給付に反映されない記録となっているので、調査の上、


年金給付に反映される記録に訂正してほしい。 


 


第３ 判断の理由 


１ 請求期間①について、Ａ社から提出された賃金台帳によると、請求者は同社からオンライン







記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険


料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 


厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険


給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の


報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間に係る標準報酬


月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


したがって、請求者の請求期間①に係る各月の標準報酬月額については、前述の賃金台帳に


より確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、別表１のとおりとすることが妥当で


ある。 


なお、事業主が請求者の請求期間①に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂


正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かにつ


いては、事業主は、当該期間について、請求者の厚生年金保険被保険者資格取得届（訂正届）


及び報酬月額算定基礎届（訂正届）を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収する権利が時効


により消滅した後に提出しており、厚生年金保険料についても納付していないことを認めてい


ることから、年金事務所は、請求者の当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額


に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料


を納付する義務を履行していないと認められる。 


２ 請求期間②から⑥までの各期間について、Ａ社から提出された賃金台帳及び賞与明細書によ


ると、請求者は同社から当該各期間に賞与の支払を受け、当該各賞与から厚生年金保険料を事


業主により控除されていたことが認められる。 


  厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ


れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の賞与額のそ


れぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、請求期間に係る標準賞与額については、


これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 


  したがって、請求期間②から⑥までの各期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳


及び賞与明細書により確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、別表２のとおりとす


ることが妥当である。 


  また、請求期間②から④までの各期間及び請求期間⑥に係る賞与支払年月日については、Ａ


社から提出された同社の預金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  さらに、請求期間⑤に係る賞与支払年月日については、日本年金機構が保管するＡ社が提出


した賞与支払届により、オンライン記録では令和２年８月３日と記録されているが、同社の預


金通帳の振込年月日から、別表２のとおりとすることが妥当である。 


  なお、事業主が請求者の請求期間②から⑥までの各期間に係る標準賞与額に基づく厚生年金


保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、当該各期間について、請求者


の厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金事務所に対し厚生年金保険料を徴収する権利が時効


により消滅した後に提出しており、厚生年金保険料についても納付していないことを認めてい


ることから、年金事務所は、請求者の当該各期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を


行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


 


 


 


 


 


 


 


 







別表１【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 


標準報酬月額 


訂正前 訂正後 


平成30年６月から令和元年８月まで 20万円 22万円 


 


 


別表２【厚生年金特例法による訂正】 


訂 正 期 間 訂正後の標準賞与額 


平成30年 12月 25日 ４万5,000円 


令和元年８月９日 ６万円  


令和元年12月 25日 ５万5,000円 


令和２年８月２日 20万円  


令和２年12月 25日 10万円  


 


 





